
令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号1

号外第  32   号
令　和　８　年
3 月 2 4 日 ( 火 )
火 曜 日 発 行

　　　目　　次　　　
（※は県例規集登載事項）

規　則

※福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改
正する規則（２・人事課）

※福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部を
改正する規則（３・ＤＸ推進課）

※福井県立艇庫の管理運営に関する規則の一部を改正する規則（４・スポーツ課）

※福井県立武道館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則（５・同）
※生活保護法施行細則の一部を改正する規則（６・地域福祉課）
※福井県こども家族館の設置および管理に関する条例の一部改正（７・こども未来

課）
※土地改良法施行細則の一部を改正する規則（８・農村振興課）
※福井県もりの学園の設置および管理に関する条例施行規則を廃止する規則（９・

森づくり課）
※福井県財務規則の一部を改正する規則（１０・審査指導課）

訓　令

※福井県出納事務決裁規程の一部を改正する訓令（４・審査指導課）
教育委員会規則

※福井県立図書館規則の一部を改正する規則（１・生涯学習・文化財課）

……………………………………………………………………２

…………………………………………………………２

…………………………………………………………………………………………………３
…………６

………………………６

…………………………………………………………………………………………３２
……………………３３

………………………………………………………………………………３７
………………………３８

………………４１

…………４３



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号2

福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 
  令和８年３月２４日 
      福井県知事 石田 嵩人 
福井県規則第３号 
   福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則 
福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則（平成１９年福井県規則第６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 
改正後 改正前   

（電磁的記録による作成等） 
第６条 （略） 
（添付書面等の省略） 
第７条 情報通信技術利用条例第７条の規則で定める書面等は、情報通信技術を
活用した行政の推進等に関する法律施行令（平成１５年政令第２７号）第５条
の表の上欄に掲げるとおりとし、情報通信技術利用条例第７条の規則で定める
措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ下欄に掲げるとおりとする
。 
（その他の手続等への準用） 
第８条 （略） 
 （その他） 
第９条 （略） 

（電磁的記録による作成等） 
第６条 （略） 
 
 
 
 
 
 
（その他の手続等への準用） 

第７条 （略） 
（その他） 
第８条 （略）   

附 則 
 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
 

規　　　　　則

福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和８年３月２４日 
 　　　　　福井県知事　石田　嵩人
福井県規則第２号 
  福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則 

福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則（昭和３２年福井県規則第３２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（給料） 

第２条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、第２種初任

給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅

勤務等手当、寒冷地手当、特地勤務手当（一般職給与条例第１２条の３の規定

による手当を含む。）、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿

日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。 

（給料） 

第２条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、

地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、寒冷地手当

、特地勤務手当（一般職給与条例第１２条の３の規定による手当を含む。）、

特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤

勉手当および退職手当を除いたものとする。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 
  令和８年３月２４日 
      福井県知事 石田 嵩人 
福井県規則第３号 
   福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則 
福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則（平成１９年福井県規則第６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 
改正後 改正前   

（電磁的記録による作成等） 
第６条 （略） 
（添付書面等の省略） 
第７条 情報通信技術利用条例第７条の規則で定める書面等は、情報通信技術を
活用した行政の推進等に関する法律施行令（平成１５年政令第２７号）第５条
の表の上欄に掲げるとおりとし、情報通信技術利用条例第７条の規則で定める
措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ下欄に掲げるとおりとする
。 
（その他の手続等への準用） 
第８条 （略） 
 （その他） 
第９条 （略） 

（電磁的記録による作成等） 
第６条 （略） 
 
 
 
 

 
 
（その他の手続等への準用） 
第７条 （略） 
（その他） 
第８条 （略）   

附 則 
 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
 
福井県立艇庫の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 
  令和８年３月２４日 
      福井県知事 石田 嵩人 
福井県規則第４号 
   福井県立艇庫の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 
 福井県立艇庫の管理運営に関する規則（令和４年福井県規則第３４号）の一部を次のように改正する。 
 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前   
福井県立久々子湖漕

そう
艇場の管理運営に関する規則 

（趣旨） 
第１条 この規則は、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例（昭和４
８年福井県条例第６号。以下「条例」という。）第２１条の規定に基づき、福
井県立久々子湖漕

そう
艇場（以下「漕

そう
艇場」という。）の管理および運営に関し必

要な事項を定めるものとする。 
（指定の申請） 
第２条 条例第６条第２項の規定により申請をしようとするものは、知事が指定
する日までに、指定管理者指定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付
して、知事に提出しなければならない。 
⑴ 漕

そう
艇場の管理の業務に関する事業計画書 

⑵～⑸ （略） 
⑹ 漕

そう
艇場の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類 

⑺ （略） 
⑻ ローイング競技に関する相当の知識および技能を有することを説明する書
類 
⑼ （略） 
２・３ （略） 
（指定の基準） 
第３条 条例第７条第４号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 
 ⑴～⑷ （略） 
⑸ 漕

そう
艇場の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準 

 
（事業報告書の提出） 

福井県立艇庫の管理運営に関する規則 
（趣旨） 
第１条 この規則は、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例（昭和４
８年福井県条例第６号。以下「条例」という。）第２１条の規定に基づき、福
井県立艇庫（以下「艇庫」という。）の管理および運営に関し必要な事項を定
めるものとする。 
（指定の申請） 
第２条 条例第６条第２項の規定により申請をしようとするものは、知事が指定
する日までに、指定管理者指定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付
して、知事に提出しなければならない。 
⑴ 艇庫の管理の業務に関する事業計画書 
⑵～⑸ （略） 
⑹ 艇庫の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類 
⑺ （略） 
⑻ ボート競技に関する相当の知識および技能を有することを説明する書類 
 
⑼ （略） 
２・３ （略） 
（指定の基準） 
第３条 条例第７条第４号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 
⑴～⑷ （略） 
⑸ 艇庫の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準 
 
（事業報告書の提出） 
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福井県立艇庫の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 
  令和８年３月２４日 
      福井県知事 石田 嵩人 
福井県規則第４号 
   福井県立艇庫の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 
 福井県立艇庫の管理運営に関する規則（令和４年福井県規則第３４号）の一部を次のように改正する。 
 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前   
福井県立久々子湖漕

そう
艇場の管理運営に関する規則 

（趣旨） 
第１条 この規則は、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例（昭和４
８年福井県条例第６号。以下「条例」という。）第２１条の規定に基づき、福
井県立久々子湖漕

そう
艇場（以下「漕

そう
艇場」という。）の管理および運営に関し必

要な事項を定めるものとする。 
（指定の申請） 

第２条 条例第６条第２項の規定により申請をしようとするものは、知事が指定
する日までに、指定管理者指定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付
して、知事に提出しなければならない。 
⑴ 漕

そう
艇場の管理の業務に関する事業計画書 

⑵～⑸ （略） 
⑹ 漕

そう
艇場の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類 

⑺ （略） 
⑻ ローイング競技に関する相当の知識および技能を有することを説明する書
類 
⑼ （略） 

２・３ （略） 
（指定の基準） 

第３条 条例第７条第４号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 
 ⑴～⑷ （略） 
⑸ 漕

そう
艇場の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準 

 
（事業報告書の提出） 

福井県立艇庫の管理運営に関する規則 
（趣旨） 

第１条 この規則は、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例（昭和４
８年福井県条例第６号。以下「条例」という。）第２１条の規定に基づき、福
井県立艇庫（以下「艇庫」という。）の管理および運営に関し必要な事項を定
めるものとする。 
（指定の申請） 

第２条 条例第６条第２項の規定により申請をしようとするものは、知事が指定
する日までに、指定管理者指定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付
して、知事に提出しなければならない。 
⑴ 艇庫の管理の業務に関する事業計画書 
⑵～⑸ （略） 
⑹ 艇庫の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類 
⑺ （略） 
⑻ ボート競技に関する相当の知識および技能を有することを説明する書類 
 
⑼ （略） 
２・３ （略） 
（指定の基準） 

第３条 条例第７条第４号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 
⑴～⑷ （略） 
⑸ 艇庫の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準 

 
（事業報告書の提出） 

第５条 （略） 
２ 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 
⑴ 漕

そう
艇場の管理業務の実施状況 

⑵ 漕
そう
艇場の利用状況 

⑶ 漕
そう
艇場に係る利用料金の収入の実績 

⑷ 漕
そう
艇場の管理に係る経費の収支の状況 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、漕
そう
艇場の管理の状況を把握するために必要な

事項 
 
（その他） 
第７条 この規則に定めるもののほか、漕

そう
艇場の管理および運営に関し必要な事

項は、指定管理者が知事の承認を得て別に定める。 

第５条 （略） 
２ 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 
⑴ 艇庫の管理業務の実施状況 
⑵ 艇庫の利用状況 
⑶ 艇庫に係る利用料金の収入の実績 
⑷ 艇庫の管理に係る経費の収支の状況 
⑸ 前各号に掲げるもののほか、艇庫の管理の状況を把握するために必要な事
項 

 
（その他） 
第７条 この規則に定めるもののほか、艇庫の管理および運営に関し必要な事項
は、指定管理者が知事の承認を得て別に定める。   

様式第１号を次のように改める。 
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様式第１号（第２条関係） 
 

 

年  月  日  
 

 

福井県知事 様 
 
 
 

申請者 主たる事務所の所在地 

名称および代表者の氏名 
 
 
 
 

指定管理者指定申請書 
 
 
 

福井県立久々子湖漕
そう

艇場の管理に関する業務を行いたいので、福井県立体育施設の設

置および管理に関する条例第６条第２項の規定により、下記の書類を添えて、申請しま

す。 

 

 

記 
 

 

１ 漕
そう

艇場の管理の業務に関する事業計画書 

２ 定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類 

３ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務

の状況を明らかにする書類（申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された

法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録） 

４ 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書 

５ 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類 

６ 漕
そう

艇場の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類 

７ 現に行っている業務の概要を記載した書類 

８ ローイング競技に関する相当の知識および技能を有することを説明する書類 

９ 福井県立体育施設の設置および管理に関する条例第７条に規定する指定の基準に適

合していることを確認するために知事が必要と認める書類 
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附 則 
この規則は、令和８年７月１日から施行する。 

 生活保護法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 
  令和８年３月２４日 
      福井県知事 石田 嵩人 
福井県規則第６号 
   生活保護法施行細則の一部を改正する規則 
 生活保護法施行細則（昭和６０年福井県規則第４９号）の一部を次のように改正する。 
 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
 （書類の提出） 
第４条 健康福祉センター所長は、保護の申請をした者または被保護者に対して
、次に掲げる書類のうち保護の決定または実施のために必要と認める書類の提
出を求めることができる。 
⑴ （略） 
⑵ 住宅補修計画書（様式第２１号） 
⑶・⑷ （略） 
（保護の決定の通知） 

第５条 次の各号に掲げる書面は、それぞれ当該各号に定める様式によるものと
する。 
⑴ 法第２４条第３項（同条第９項において準用する場合を含む。）および法
第２５条第２項の書面 保護開始決定通知書（様式第２３号）、保護申請却
下通知書（様式第２４号）または保護変更決定通知書（様式第２５号） 

⑵ 法第２６条第１項の書面 保護廃止決定通知書（様式第２６号） 
 
２ （略） 
 
（指導および指示の書面） 
第８条 健康福祉センター所長は、法第２７条第１項の規定による指導または指
示を書面で行うときは、生活保護法第２７条第１項に基づく指導指示書（様式
第２８号）によりするものとする。 
 
（扶養照会書等） 
第１１条 健康福祉センター所長は、法第４条第２項の扶養義務者の扶養の可否
を確認するために、要保護者の扶養義務者に対して扶養義務の履行について照

（書類の提出） 
第４条 健康福祉センター所長は、保護の申請をした者または被保護者に対して
、次に掲げる書類のうち保護の決定または実施のために必要と認める書類の提
出を求めることができる。 
⑴ （略） 
⑵ 家屋補修計画書（様式第２１号） 
⑶・⑷ （略） 
（保護の決定の通知） 

第５条 次の各号に掲げる書面は、それぞれ当該各号に定める様式によるものと
する。 
⑴ 法第２４条第３項（同条第９項において準用する場合を含む。）および法
第２５条第２項の書面 保護決定通知書（様式第２３号）、保護申請却下通
知書（様式第２４号）または保護変更決定通知書（様式第２５号） 

⑵ 法第２６条第１項の書面 保護停止決定通知書（様式第２６号）または保
護廃止決定通知書（様式第２６号の２） 

２ （略） 
 
（指導および指示の書面） 

第８条 健康福祉センター所長は、法第２７条第１項の規定による指導または指
示を書面で行うときは、指導（指示）書（様式第２８号）によりするものとす
る。 

 
（扶養照会書等） 

第１１条 健康福祉センター所長は、法第４条第２項の扶養義務者の扶養の可否
を確認するために、要保護者の扶養義務者に対して扶養義務の履行について照

福井県立武道館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 
  令和８年３月２４日 
      福井県知事 石田 嵩人 
福井県規則第５号 
   福井県立武道館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 
 福井県立武道館の管理運営に関する規則（令和４年福井県規則第３５号）の一部を次のように改正する。 
 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
（開館時間） 
第２条 武道館（合宿所を除く。）の開館時間は、午前９時から午後９時までと
する。ただし、日曜日および祝日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律
第１７８号）に規定する休日をいう。以下同じ）にあっては、午前９時から午
後５時までとする。 
２ （略） 
 （休館日） 
第３条 武道館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。 
⑴ 月曜日（祝日に当たるときを除く。） 
⑵ 祝日の翌日（土曜日、日曜日または祝日に当たるときを除く。） 
 
⑶ １２月２８日から翌年の１月４日までの日 
２ （略） 

 （開館時間） 
第２条 武道館の開館時間は、午前８時３０分から午後９時までとする。ただし
、合宿所については、この限りでない。 
 
 
２ （略） 
 （休館日） 
第３条 武道館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。 
⑴ 月曜日 
⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する国民の
祝日の翌日（月曜日に当たる日を除く。） 

⑶ １２月２８日から翌年の１月４日までの日（前２号に掲げる日を除く。） 
２ （略） 

   附 則 
 この規則は、令和８年７月１日から施行する。 
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 生活保護法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 
  令和８年３月２４日 
      福井県知事 石田 嵩人 
福井県規則第６号 
   生活保護法施行細則の一部を改正する規則 
 生活保護法施行細則（昭和６０年福井県規則第４９号）の一部を次のように改正する。 
 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
 （書類の提出） 
第４条 健康福祉センター所長は、保護の申請をした者または被保護者に対して
、次に掲げる書類のうち保護の決定または実施のために必要と認める書類の提
出を求めることができる。 
⑴ （略） 
⑵ 住宅補修計画書（様式第２１号） 
⑶・⑷ （略） 
（保護の決定の通知） 

第５条 次の各号に掲げる書面は、それぞれ当該各号に定める様式によるものと
する。 
⑴ 法第２４条第３項（同条第９項において準用する場合を含む。）および法
第２５条第２項の書面 保護開始決定通知書（様式第２３号）、保護申請却
下通知書（様式第２４号）または保護変更決定通知書（様式第２５号） 

⑵ 法第２６条第１項の書面 保護廃止決定通知書（様式第２６号） 
 
２ （略） 
 
（指導および指示の書面） 

第８条 健康福祉センター所長は、法第２７条第１項の規定による指導または指
示を書面で行うときは、生活保護法第２７条第１項に基づく指導指示書（様式
第２８号）によりするものとする。 

 
（扶養照会書等） 
第１１条 健康福祉センター所長は、法第４条第２項の扶養義務者の扶養の可否
を確認するために、要保護者の扶養義務者に対して扶養義務の履行について照

（書類の提出） 
第４条 健康福祉センター所長は、保護の申請をした者または被保護者に対して
、次に掲げる書類のうち保護の決定または実施のために必要と認める書類の提
出を求めることができる。 
⑴ （略） 
⑵ 家屋補修計画書（様式第２１号） 
⑶・⑷ （略） 
（保護の決定の通知） 
第５条 次の各号に掲げる書面は、それぞれ当該各号に定める様式によるものと
する。 
⑴ 法第２４条第３項（同条第９項において準用する場合を含む。）および法
第２５条第２項の書面 保護決定通知書（様式第２３号）、保護申請却下通
知書（様式第２４号）または保護変更決定通知書（様式第２５号） 

⑵ 法第２６条第１項の書面 保護停止決定通知書（様式第２６号）または保
護廃止決定通知書（様式第２６号の２） 

２ （略） 
 
（指導および指示の書面） 

第８条 健康福祉センター所長は、法第２７条第１項の規定による指導または指
示を書面で行うときは、指導（指示）書（様式第２８号）によりするものとす
る。 

 
（扶養照会書等） 
第１１条 健康福祉センター所長は、法第４条第２項の扶養義務者の扶養の可否
を確認するために、要保護者の扶養義務者に対して扶養義務の履行について照

会するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務について（照会）
（様式第３３号）によりするものとする。 
２・３ （略） 
（調査依頼書） 

第１２条 健康福祉センター所長は、法第２９条の規定により報告を求めるとき
は、生活保護法第２９条の規定に基づく調査について（依頼）（様式第３４号
）によりするものとする。 
 
（進学・就職準備給付金支給決定通知書等） 
第２６条の３ 健康福祉センター所長は、法第５５条の５第１項の規定により進
学・就職準備給付金の支給または不支給の決定をするときは、進学・就職準備
給付金決定通知書（様式第５０号の３）により通知するものとする。 
（徴収金等支払申出書） 

第２７条 法第７８条の２第１項または第２項の規定による保護金品の一部また
は就労自立給付金の全部もしくは一部を法第７７条の２第１項の規定に基づく
徴収金の納入に充てる旨の申出は、徴収金の納入に充てる旨の申出書（様式第
５１号）によりするものとする。 
２ 法第７８条の２第１項または第２項の規定による保護金品の一部または就労
自立給付金の全部もしくは一部を法第７８条第１項の規定に基づく徴収金の納
入に充てる旨の申出は、徴収金の納入に充てる旨の申出書によりするものとす
る。 

会するときは、生活保護法による扶養照会書（様式第３３号）によりするもの
とする。 

２・３ （略） 
（調査依頼書） 

第１２条 健康福祉センター所長は、法第２９条の規定により報告を求めるとき
は、調査依頼書（様式第３４号）によりするものとする。 
 
（進学・就職準備給付金支給決定通知書等） 
第２６条の３ 健康福祉センター所長は、法第５５条の５第１項の規定により進
学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金支給決定通知書
（様式第５０号の３）により通知し、支給しないときは、進学・就職準備給付
金不支給決定通知書（様式第５０号の４）により通知するものとする。 
（徴収金等支払申出書） 

第２７条 法第７８条の２第１項または第２項の規定による保護金品の一部また
は就労自立給付金の全部もしくは一部を法第７７条の２第１項の規定に基づく
徴収金の納入に充てる旨の申出は、徴収金の納入に充てる旨の申出書（様式第
５１号（その１））によりするものとする。 

２ 法第７８条の２第１項または第２項の規定による保護金品の一部または就労
自立給付金の全部もしくは一部を法第７８条第１項の規定に基づく徴収金の納
入に充てる旨の申出は、徴収金の納入に充てる旨の申出書（様式第５１号（そ
の２））によりするものとする。   

 様式第１号を次のように改める。 
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会するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務について（照会）
（様式第３３号）によりするものとする。 
２・３ （略） 
（調査依頼書） 

第１２条 健康福祉センター所長は、法第２９条の規定により報告を求めるとき
は、生活保護法第２９条の規定に基づく調査について（依頼）（様式第３４号
）によりするものとする。 
 
（進学・就職準備給付金支給決定通知書等） 
第２６条の３ 健康福祉センター所長は、法第５５条の５第１項の規定により進
学・就職準備給付金の支給または不支給の決定をするときは、進学・就職準備
給付金決定通知書（様式第５０号の３）により通知するものとする。 
（徴収金等支払申出書） 

第２７条 法第７８条の２第１項または第２項の規定による保護金品の一部また
は就労自立給付金の全部もしくは一部を法第７７条の２第１項の規定に基づく
徴収金の納入に充てる旨の申出は、徴収金の納入に充てる旨の申出書（様式第
５１号）によりするものとする。 
２ 法第７８条の２第１項または第２項の規定による保護金品の一部または就労
自立給付金の全部もしくは一部を法第７８条第１項の規定に基づく徴収金の納
入に充てる旨の申出は、徴収金の納入に充てる旨の申出書によりするものとす
る。 

会するときは、生活保護法による扶養照会書（様式第３３号）によりするもの
とする。 

２・３ （略） 
（調査依頼書） 

第１２条 健康福祉センター所長は、法第２９条の規定により報告を求めるとき
は、調査依頼書（様式第３４号）によりするものとする。 
 
（進学・就職準備給付金支給決定通知書等） 

第２６条の３ 健康福祉センター所長は、法第５５条の５第１項の規定により進
学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金支給決定通知書
（様式第５０号の３）により通知し、支給しないときは、進学・就職準備給付
金不支給決定通知書（様式第５０号の４）により通知するものとする。 
（徴収金等支払申出書） 

第２７条 法第７８条の２第１項または第２項の規定による保護金品の一部また
は就労自立給付金の全部もしくは一部を法第７７条の２第１項の規定に基づく
徴収金の納入に充てる旨の申出は、徴収金の納入に充てる旨の申出書（様式第
５１号（その１））によりするものとする。 

２ 法第７８条の２第１項または第２項の規定による保護金品の一部または就労
自立給付金の全部もしくは一部を法第７８条第１項の規定に基づく徴収金の納
入に充てる旨の申出は、徴収金の納入に充てる旨の申出書（様式第５１号（そ
の２））によりするものとする。   

 様式第１号を次のように改める。 
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世帯分離の状況

世帯員氏名

住居の状況

続
柄

性
別

続柄 生年月日 学校情報 宛名番号 世帯分離日 分離要件 備考

世帯の転入転出者の状況

氏名 生年月日 転入・転出原因
転入・転出

年月日 関係
家族との

住居職業

住宅

居住開始日

契約期間

広さ

宅地面積

畳数

固 定 資 産 税 の 減 免

家賃・地代・管理費・共
益費

敷金

更新料

家主・地主　氏名

家主・地主　住所

住宅設備

衛生等の状況

備考

エアコン設備

便所

水道設備

管理費・共益費

地代　月額地代　年額

家賃

配電設備

風呂

住宅種別 構造

延面積 間取り

性
別

年
齢

年
齢

〜

1
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資産の状況

所有者 所在地 種別 面積(㎡) 活用状況 建物価格情報 処分状況 備考

所有者 品名 時価(見積額) 保有の可否 備考処分状況数量

土
地

建
物

種別 面積 所　　有　　者　　の　　住　　所　　氏　　名 備考借地料

借
地

そ
の
他
（
動
産
）

所有者 所在地 種別 面積(㎡) 活用状況 建物価格情報 処分状況 備考

1

自動車保有状況 

自動車情報 使用者・保有者情報 車の状況 処分状況 

    

保有可否 

 

処分指導の状況 備考 

  

生命保険契約状況 

保険情報 保険者情報 保険金情報 

   

保有可否 保有可否理由 備考 

   

保険情報 保険者情報 保険金情報 

   

保有可否 保有可否理由 備考 

   

保険情報 保険者情報 保険金情報 

   

保有可否 保有可否理由 備考 

   

自給・贈与の状況 

自 給 の 有 無 及 び 程 度 贈与の有無、程度及び贈与者名 
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債権者

負債の状況

償還期限・方法借用年月日

当初の認定
受給者氏名

改定後の認定

年金加入状況

加入歴 加入期間 受給可否種類 備考

恩給年金等受給状況

金額 使途 備考

種別 裁定日 基礎年金
番号 年額

終了年月
受給年月 受給年月備考 年額 備考

基礎年金
番号

対象者

1

手当受給状況

対象者

社会保険等の加入状況

医療他法状況

種類
記号

申請状況 受給状況 備考

対象者 種類 医療機関 承認期間終了日 備考

種類 扶養者 被扶養者 取得日 喪失日 保険者番号 記号・番号 備考

番号

該当要件 承認期間開始日

1
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手帳交付状況

氏名

介護保険状況

注　被保険者区分欄は、第１号（普通徴収、特別徴収）又は第２号の別を記載する。

その他

精神・結核状況

特別基準設定状況

その他

種類 交付開始日 有効期限 記号番号 等級 障害名 備考

氏名 種類 対象医療機関 有効期間 備考

被保険者名 被保険者区分 被保険者番号 保険者 要介護度 初回認定日 認定有効期間 備考

数量給付年月日 種　　　類 金　　　額 給付年月日 種　　　類 金　　　額

一　　　時　　　扶　　　助 住　宅　費　・　そ　の　他

1

保護台帳　別紙１

世帯の家系図

1
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保護台帳　別紙２

住宅付近の略図

1

保護台帳　別紙３

間取り図

1
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様式第３号を次のように改める。 
  

様式第６号および様式第７号を次のように改める。 
  



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号15



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号16

様式第１２号および様式第１３号を次のように改める。 
  



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号17

様式第１５号から様式第２６号までを次のように改める。 
  



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号18



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号19



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号20



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号21



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号22



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号23



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号24

様式第２６号の２を削る。 
様式第２８号から様式第３３号までを次のように改める。 

  



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号25



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号26



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号27

様式第３４号を次のように改める。 
  



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号28

様式第４９号を次のように改める。 
  



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号29

様式第５０号から様式第５０号の３までを次のように改める。 
  



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号30



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号31

様式第５０号の４を削る。 
様式第５１号を次のように改める。  



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号32

 福井県こども家族館の設置および管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月２４日 

      福井県知事 石田 嵩人 

福井県規則第７号 

   福井県こども家族館の設置および管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 福井県こども家族館の設置および管理に関する条例施行規則（平成１９年福井県規則第６６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（入場料の免除） 

第６条 条例第１２条の規定により入場料を免除することができる場合およびそ

の場合において免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ当該各号に定める額とする。 

⑴ 県内に所在する学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する

学校に在学する者（大学または高等専門学校の第４学年もしくは第５学年に

在学する者を除く。）およびその引率者が学校教育の一環としてあそび探検

ゾーンまたは恐竜体験ゾーン（以下「あそび探検ゾーン等」という。）に入

場する場合 入場料の全額 

⑵ 県内に所在する児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第１項に

規定する児童福祉施設に入所し、または通所している児童（同法第４条に規

定する児童をいう。以下この号において同じ。）およびその引率者が当該児

童に対する保護または保育の実施のためにあそび探検ゾーン等に入場する場

合 入場料の全額 

⑶ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の身体障

害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳または精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４

５条第１項の精神障害者保健福祉手帳（次項においてこれらを「福祉関係手

帳」と総称する。）の交付を受けている者およびこれらの者の介護者があそ

び探検ゾーン等に入場する場合 入場料の全額 

⑷ 県内に所在する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第３条の認定を受けた施設に入

園または入所している子ども（同法第２条第１項に規定する子どもをいう。

以下この号において同じ。）の引率者が当該子どもに対する保育の実施のた

めにあそび探検ゾーン等に入場する場合 入場料の全額 

⑸ （略） 

２ （略） 

（入場料の免除） 

第６条 条例第１２条の規定により入場料を免除することができる場合およびそ

の場合において免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ当該各号に定める額とする。 

⑴ 県内に所在する学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する

学校に在学する者（大学または高等専門学校の第４学年もしくは第５学年に

在学する者を除く。）およびその引率者が学校教育の一環として遊び体験ゾ

ーンに入場する場合 入場料の全額 

 

⑵ 県内に所在する児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第１項に

規定する児童福祉施設に入所し、または通所している児童（同法第４条に規

定する児童をいう。以下この号において同じ。）およびその引率者が当該児

童に対する保護または保育の実施のために遊び体験ゾーンに入場する場合 

入場料の全額 

⑶ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の身体障

害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳または精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４

５条第１項の精神障害者保健福祉手帳（次項においてこれらを「福祉関係手

帳」と総称する。）の交付を受けている者およびこれらの者の介護者が遊び

体験ゾーンに入場する場合 入場料の全額 

⑷ 県内に所在する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第３条の認定を受けた施設に入

園または入所している子ども（同法第２条第１項に規定する子どもをいう。

以下この号において同じ。）の引率者が当該子どもに対する保育の実施のた

めに遊び体験ゾーンに入場する場合 入場料の全額 

⑸ （略） 

２ （略） 
  

附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、公布の日から施行する。 
（経過措置） 
２ この規則による改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号33

 福井県こども家族館の設置および管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月２４日 

      福井県知事 石田 嵩人 

福井県規則第７号 

   福井県こども家族館の設置および管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 福井県こども家族館の設置および管理に関する条例施行規則（平成１９年福井県規則第６６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（入場料の免除） 

第６条 条例第１２条の規定により入場料を免除することができる場合およびそ

の場合において免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ当該各号に定める額とする。 

⑴ 県内に所在する学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する

学校に在学する者（大学または高等専門学校の第４学年もしくは第５学年に

在学する者を除く。）およびその引率者が学校教育の一環としてあそび探検

ゾーンまたは恐竜体験ゾーン（以下「あそび探検ゾーン等」という。）に入

場する場合 入場料の全額 

⑵ 県内に所在する児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第１項に

規定する児童福祉施設に入所し、または通所している児童（同法第４条に規

定する児童をいう。以下この号において同じ。）およびその引率者が当該児

童に対する保護または保育の実施のためにあそび探検ゾーン等に入場する場

合 入場料の全額 

⑶ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の身体障

害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳または精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４

５条第１項の精神障害者保健福祉手帳（次項においてこれらを「福祉関係手

帳」と総称する。）の交付を受けている者およびこれらの者の介護者があそ

び探検ゾーン等に入場する場合 入場料の全額 

⑷ 県内に所在する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第３条の認定を受けた施設に入

園または入所している子ども（同法第２条第１項に規定する子どもをいう。

以下この号において同じ。）の引率者が当該子どもに対する保育の実施のた

めにあそび探検ゾーン等に入場する場合 入場料の全額 

⑸ （略） 

２ （略） 

（入場料の免除） 

第６条 条例第１２条の規定により入場料を免除することができる場合およびそ

の場合において免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ当該各号に定める額とする。 

⑴ 県内に所在する学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する

学校に在学する者（大学または高等専門学校の第４学年もしくは第５学年に

在学する者を除く。）およびその引率者が学校教育の一環として遊び体験ゾ

ーンに入場する場合 入場料の全額 

 

⑵ 県内に所在する児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第１項に

規定する児童福祉施設に入所し、または通所している児童（同法第４条に規

定する児童をいう。以下この号において同じ。）およびその引率者が当該児

童に対する保護または保育の実施のために遊び体験ゾーンに入場する場合 

入場料の全額 

⑶ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の身体障

害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳または精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４

５条第１項の精神障害者保健福祉手帳（次項においてこれらを「福祉関係手

帳」と総称する。）の交付を受けている者およびこれらの者の介護者が遊び

体験ゾーンに入場する場合 入場料の全額 

⑷ 県内に所在する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第３条の認定を受けた施設に入

園または入所している子ども（同法第２条第１項に規定する子どもをいう。

以下この号において同じ。）の引率者が当該子どもに対する保育の実施のた

めに遊び体験ゾーンに入場する場合 入場料の全額 

⑸ （略） 

２ （略） 
  

   附 則 

 この規則は、令和８年３月２５日から施行する。 

土地改良法施行細則の一部を改正する規則を次のように公布する。 
令和８年３月２４日 

福井県知事 石田 嵩人 
福井県規則第８号 

土地改良法施行細則の一部を改正する規則 
土地改良法施行細則（昭和４４年福井県規則第５５号）の一部を次のように改正する。 
 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
様式目次 
様式第１号～様式第３２号 （略） 
様式第３３号 連携管理保全計画認可申請書（法第５７条の１１第１項） 
様式第３４号 連携管理保全計画変更認可申請書（法第５７条の１３） 
様式第３５号～様式第４７号 （略） 

様式目次 
様式第１号～様式第３２号 （略） 
様式第３３号 削除 
様式第３４号 削除 
様式第３５号～様式第４７号 （略）   

 様式第３３号から様式第３５号までを次のように改める  
    
  



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号34

 

様式第３３号 

年  月  日   

 福井県知事    様 

土地改良区事務所所在地 

土地改良区名 

理事長 氏名 （代表） 

土地改良区事務所所在地 

土地改良区名 

理事長 氏名 

 

連携管理保全計画認可申請書 

連携管理保全計画（以下「水土里ビジョン」という。）を策定したいので、土地改良法

第５７条の１１第１項の規定により、次の書類を添えて認可を申請します。 

記 

１ 水土里ビジョン（案） 

２ 法第５７条の１４第１項に規定する協議会（以下「地域協議会」という。）関係資料 

⑴ 地域協議会の規約および構成員名簿の写し 

⑵ 地域協議会の総会における水土里ビジョン（案）の決定が分かる書面 

３ 関係土地改良区の総会（総代会）関係資料 

⑴ 水土里ビジョンの認可申請に係る総会（総代会）の議決書および議事録の謄本 

⑵ 別途、土地改良事業に附帯する事業のうち、法第５７条の１１第１項に規定する連

携管理保全事業または法第５７条の９第１項の情報通信環境整備事業を実施するとし

て定款を変更するときは、様式第８号「定款変更認可申請書」および関係書類 

４ 法第５７条の１１第３項第１号の規定により、水土里ビジョンに情報通信環境整備事

業および法第５７条の４第１項の規定により、農業集落排水施設整備事業に関する事項

を定める場合は、その関係資料 

⑴ 当該事業への参加を予定する者の総数およびその内訳を記載した書面 

⑵ 当該事業の事業費の細目および資金計画を記載した書面 

⑶ 当該事業に要する経費の負担に関する事項および当該事業への参加に係る契約に関

する事項を記載した書面 

⑷ 当該事業に係る業務の執行および会計の経理に関する事項を記載した書面 

５ 法第５７条の１１第３項第二号の規定により、水土里ビジョンに法第７２条第２項に

規定する土地改良区の合併に関する事項を定める場合は、その関係資料 

 

⑴ 合併によって解散する土地改良区の名称および事務所の住所を記載した書面 

⑵ 合併の理由を記載した書面 

⑶ 合併によって設立する土地改良区または合併後存続する土地改良区の定款 

⑷ 合併によって設立する土地改良区または合併後存続する土地改良区の土地改良事業

計画書ならびに当該土地改良事業の事業費の細目および資金計画を記載した書面 

⑸ 合併によって設立する土地改良区または合併後存続する土地改良区の業務の執行お

よび会計の経理に関する事項を記載した書面 

⑹ 合併契約書の謄本 

⑺ 事業報告書、貸借対照表、収支決算書および財産目録 

⑻ 法第４１条第１項の規定により債権者の同意を要する場合は、その同意があったこ

とを証する書面（その同意が得られないときは、その事由を記載した書面） 

 

注１ 水土里ビジョンの内容によっては、土地改良区規約を変更することとなる可能性

があるため、その際には総会（総代会）の議決を経ていること。 

２ ２の⑵の書面には、次に掲げる事項が記載されていること。 

・ 開催日時および開催場所 

・ 構成員の現在数、当該総会に出席した構成員数および当該総会に出席した構成

員の氏名 

・ 議案書 

・ 議事の経過の概要およびその結果 

・ 議事録署名人の選任に関する事項 

３ ３の関係土地改良区の総会（総代会）関係資料は、全ての関係土地改良区分の書

類を添付すること。 

４ ５の⑶および⑹に掲げる書面については、その書面の作成が法第７３条第１項の

設立委員によってなされたものであることを証する書面を添付すること。 

また、⑺および⑻に掲げる書面については、全ての関係土地改良区分の書類を添

付すること。 
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様式第３４号 

年  月  日   

 福井県知事    様 

土地改良区事務所所在地 

土地改良区名 

理事長 氏名 （代表） 

土地改良区事務所所在地 

土地改良区名 

理事長 氏名 

 

連携管理保全計画変更認可申請書 

  年  月  日付け福井県指令第   号で認可のあった連携管理保全計画（以下「

水土里ビジョン」という。）を変更したいので、土地改良法第５７条の１３の規定によ

り、次の書類を添えて認可を申請します。 

記 

１ 変更後の水土里ビジョン（案） 

２ 法第５７条の１４第１項に規定する協議会（以下「地域協議会」という。）関係資料 

⑴ 地域協議会の規約および構成員名簿の写し 

⑵ 地域協議会の総会における水土里ビジョン（案）の決定が分かる書面 

３ 関係土地改良区の総会（総代会）関係資料 

⑴ 水土里ビジョンの認可申請に係る総会（総代会）の議決書および議事録の謄本 

⑵ 別途、土地改良事業に附帯する事業のうち、法第５７条の１１第１項に規定する連

携管理保全事業または法第５７条の９第１項の情報通信環境整備事業を実施するとし

て定款を変更するときは、様式第８号「定款変更認可申請書」および関係書類 

４ 法第５７条の１１第３項第１号の規定により、水土里ビジョンに情報通信環境整備事

業および法第５７条の４第１項の規定により、農業集落排水施設整備事業に関する事項

を定める場合は、その関係資料 

⑴ 当該事業への参加を予定する者の総数およびその内訳を記載した書面 

⑵ 当該事業の事業費の細目および資金計画を記載した書面 

⑶ 当該事業に要する経費の負担に関する事項および当該事業への参加に係る契約に関

する事項を記載した書面 

⑷ 当該事業に係る業務の執行および会計の経理に関する事項を記載した書面 

５ 法第５７条の１１第３項第二号の規定により、水土里ビジョンに法第７２条第２項に

 

規定する土地改良区の合併に関する事項を定める場合は、その関係資料 

⑴ 合併によって解散する土地改良区の名称および事務所の住所を記載した書面 

⑵ 合併の理由を記載した書面 

⑶ 合併によって設立する土地改良区または合併後存続する土地改良区の定款 

⑷ 合併によって設立する土地改良区または合併後存続する土地改良区の土地改良事業

計画書ならびに当該土地改良事業の事業費の細目および資金計画を記載した書面 

⑸ 合併によって設立する土地改良区または合併後存続する土地改良区の業務の執行お

よび会計の経理に関する事項を記載した書面 

⑹ 合併契約書の謄本 

⑺ 事業報告書、貸借対照表、収支決算書および財産目録 

⑻ 法第４１条第１項の規定により債権者の同意を要する場合は、その同意があったこ

とを証する書面（その同意が得られないときは、その事由を記載した書面） 

 

注１ 水土里ビジョンの内容によっては、土地改良区規約を変更することとなる可能性

があるため、その際には総会（総代会）の議決を経ていること。 

２ ２の⑵の書面には、次に掲げる事項が記載されていること。 

・ 開催日時および開催場所 

・ 構成員の現在数、当該総会に出席した構成員数および当該総会に出席した構成

員の氏名 

・ 議案書 

・ 議事の経過の概要およびその結果 

・ 議事録署名人の選任に関する事項 

３ ３の関係土地改良区の総会（総代会）関係資料は、全ての関係土地改良区分の書

類を添付すること。 

４ ５の⑶および⑹に掲げる書面については、その書面の作成が法第７３条第１項の

設立委員によってなされたものであることを証する書面を添付すること。 

また、⑺および⑻に掲げる書面については、全ての関係土地改良区分の書類を添

付すること。 
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 様式第３５号 削除 
附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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──────────────────────────────────────
　福井県もりの学園の設置および管理に関する条例施行規則を廃止する規則を公布する。
　　令和８年３月２４日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
福井県規則第９号
　　　福井県もりの学園の設置および管理に関する条例施行規則を廃止する規則
　福井県もりの学園の設置および管理に関する条例施行規則（平成１０年福井県規則第
５６号）は、廃止する。
　　　附　則
　この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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福井県財務規則の一部を改正する規則を公布する。 

 令和８年３月２４日 

     福井県知事 石田 嵩人 

福井県規則第１０号 

  福井県財務規則の一部を改正する規則 

福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（予算の執行計画） 

第１８条 部長等は、執行方針の通知を受けたときは、当該執行方針に基づき、

各部課等別に予算執行計画書を作成し、当該年度の開始前に総務部長に提出し

なければならない。 

２ （略） 

３ 前項の予算執行計画は、歳出予算を款項および目（必要と認める目について

事業ごと等による細目（以下この号、第２０条第３項および第２４条第１項に

おいて「事業」という。）に区分する場合は、その事業を含む。以下同じ。）

に区分し、かつ、節（必要と認める節について細節に区分する場合は、その細

節を含む。以下同じ。）に区分して、それぞれの科目ごとの執行の予定額を定

めることのほか、総務部長が必要と認める事項からなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（歳出予算の配当） 

第２０条 総務部長は、予算執行計画に基づき、各部課等別に歳出予算配当書に

（予算の執行計画） 

第１８条 部長等は、執行方針の通知を受けたときは、当該執行方針に基づき、

各部課等別に半期ごとに予算執行計画書を作成し、その開始前１５日までに総

務部長に提出しなければならない。 

２ （略） 

３ 前項の予算執行計画は、次の各号に掲げる事項のほか、総務部長が必要と認

める事項からなる。 

 

 

 

 

⑴ 歳入予算を款項および目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分し

て、それぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること。 

⑵ 歳出予算を款項および目（必要と認める目について事業ごと等による細目

（以下この号、第２０条第３項および第２４条第１項において「事業」とい

う。）に区分する場合は、その事業を含む。以下同じ。）に区分し、かつ、

節（必要と認める節について細節に区分する場合は、その細節を含む。以下

同じ。）に区分して、それぞれの科目ごとの支出負担行為および支払の予定

時期を定めること。 

⑶ 歳出予算の配当の予定または基準に関すること。 

⑷ 継続費および債務負担行為の執行の予定ならびに一時借入れの予定に関す

ること。 

 

（歳出予算の配当） 

第２０条 総務部長は、予算執行計画に基づき、各部課等別に半期ごとに歳出予
より歳出予算を配当し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。 

 

２・３ （略） 

 

 

第３４条 削除 

 

 

 

 

 

（遅延利息） 

第１８０条 契約担当者は、契約者の責めに帰すべき事由により契約履行期限ま

でにその義務を履行しないときは、契約の定めるところにより未納または未済

部分に相当する金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項に規定する財務大臣が決定

する率を乗じて計算した額を遅延利息として徴収する。 

 

（検査） 

第１８５条 （略） 

２～７ （略） 

８ 契約担当者または検査職員は、第１項、第４項および第５項の規定による検

査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、１件２０

０万円未満の契約または知事が別に定める契約に係る検査については、支出命

令書または支出負担行為兼支出命令書に検査を完了した年月日および検査を行

った契約担当者または検査職員の氏名を記載することにより検査調書の作成を

省略することができる。 

 

（検査および検査事項） 

第２３１条 部長等および会計管理者は、会計事務の適正を期するため、本庁お

よびかいに属する会計事務ならびに指定公金事務取扱者の会計事務の取扱いに

ついて、検査しなければならない。 

２ 前項の検査は、次の各号に掲げる検査を行う職員の区分に応じ、当該各号に

算配当書により歳出予算を配当し、その旨を会計管理者に通知しなければなら

ない。 

２・３ （略） 

 

（予算に関する帳簿） 

第３４条 財政課長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、歳入歳出予算を整理し、

その状況を明らかにしなければならない。 

⑴ 歳入予算整理簿 

⑵ 歳出予算整理簿 

⑶ 歳出予算配当簿 

 

（遅延利息） 

第１８０条 契約担当者は、契約者の責めに帰すべき事由により契約履行期限ま

でにその義務を履行しないときは、契約の定めるところにより未納または未済

部分に相当する金額につき遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算

した額を遅延利息として徴収する。 

 

 

（検査） 

第１８５条 （略） 

２～７ （略） 

８ 契約担当者または検査職員は、第１項、第４項および第５項の規定による検

査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、１件１０

０万円未満の契約または知事が別に定める契約に係る検査については、支出命

令書または支出負担行為兼支出命令書に検査を完了した年月日および検査を行

った契約担当者または検査職員の氏名を記載することにより検査調書の作成を

省略することができる。 

 

（検査および検査事項） 

第２３１条 部長等および会計管理者は、会計事務の適正を期するため、本庁お

よびかいに属する会計事務ならびに指定公金事務取扱者の会計事務の取扱いに

ついて、毎年度１回以上検査しなければならない。 
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より歳出予算を配当し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。 

 

２・３ （略） 

 

 

第３４条 削除 

 

 

 

 

 

（遅延利息） 

第１８０条 契約担当者は、契約者の責めに帰すべき事由により契約履行期限ま

でにその義務を履行しないときは、契約の定めるところにより未納または未済

部分に相当する金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項に規定する財務大臣が決定

する率を乗じて計算した額を遅延利息として徴収する。 

 

（検査） 

第１８５条 （略） 

２～７ （略） 

８ 契約担当者または検査職員は、第１項、第４項および第５項の規定による検

査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、１件２０

０万円未満の契約または知事が別に定める契約に係る検査については、支出命

令書または支出負担行為兼支出命令書に検査を完了した年月日および検査を行

った契約担当者または検査職員の氏名を記載することにより検査調書の作成を

省略することができる。 

 

（検査および検査事項） 

第２３１条 部長等および会計管理者は、会計事務の適正を期するため、本庁お

よびかいに属する会計事務ならびに指定公金事務取扱者の会計事務の取扱いに

ついて、検査しなければならない。 

２ 前項の検査は、次の各号に掲げる検査を行う職員の区分に応じ、当該各号に

算配当書により歳出予算を配当し、その旨を会計管理者に通知しなければなら

ない。 

２・３ （略） 

 

（予算に関する帳簿） 

第３４条 財政課長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、歳入歳出予算を整理し、

その状況を明らかにしなければならない。 

⑴ 歳入予算整理簿 

⑵ 歳出予算整理簿 

⑶ 歳出予算配当簿 

 

（遅延利息） 

第１８０条 契約担当者は、契約者の責めに帰すべき事由により契約履行期限ま

でにその義務を履行しないときは、契約の定めるところにより未納または未済

部分に相当する金額につき遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算

した額を遅延利息として徴収する。 

 

 

（検査） 

第１８５条 （略） 

２～７ （略） 

８ 契約担当者または検査職員は、第１項、第４項および第５項の規定による検

査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、１件１０

０万円未満の契約または知事が別に定める契約に係る検査については、支出命

令書または支出負担行為兼支出命令書に検査を完了した年月日および検査を行

った契約担当者または検査職員の氏名を記載することにより検査調書の作成を

省略することができる。 

 

（検査および検査事項） 

第２３１条 部長等および会計管理者は、会計事務の適正を期するため、本庁お

よびかいに属する会計事務ならびに指定公金事務取扱者の会計事務の取扱いに

ついて、毎年度１回以上検査しなければならない。 

 
定める頻度で行うものとする。 

 ⑴ 部長等 １年に１回以上 

 ⑵ 会計管理者 ２年に１回以上 

３ （略） 

４ （略） 

５ （略） 

 

別表第１（第５条関係） 

組織 出納員に充てる職 

（略） （略） 

公共建築課 （略） 

審査指導課 課長 参事 課長補佐 総括主任 主任 

企画主査 主査 主事 

会計局会計課 課長 室長 課長補佐 課内室の出納事務

を担当する総括主任 主任 企画主査 主

査 主事 

議会局総務課 （略） 

高校教育課 （略） 

生涯学習・文化財課 課長補佐 

警察本部県民サポート課 （略） 

警察本部会計課 次席 出納事務を担当する課長補佐 係長 

 係員 

警察本部監察課 （略） 

（略） （略） 

 備考 

  １ 審査指導課の主査および主事については、出納事務を担当する主査およ

び主事に限る。 

  ２ 会計局会計課の主任、企画主査、主査および主事については、課内室の

出納事務を担当する主任、企画主査、主査および主事に限る。 

  ３ 警察本部会計課の係長および係員については、出納事務を担当する係長

および係員に限る。 

別表第２（第５条の２関係） 

組織 現金出納員に充てる職 

 

 

 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

 

別表第１（第５条関係） 

組織 出納員に充てる職 

（略） （略） 

公共建築課 （略） 

審査指導課 課長 参事 課長補佐 総括主任 主任 

企画主査 

会計局会計課 課長 室長 課長補佐 

 

 

議会局総務課 （略） 

高校教育課 （略） 

警察本部県民サポート課 （略） 

警察本部会計課 次席 出納事務を担当する課長補佐 

 

警察本部監察課 （略） 

（略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２（第５条の２関係） 

組織 現金出納員に充てる職 



令和８年3月24日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 32 号40

（略） （略） 

高校教育課 （略） 

生涯学習・文化財課 主任、企画主査、主査、主事および文化財調査

員 

警察本部交通指導課 （略） 

（略） （略） 
 

（略） （略） 

高校教育課 （略） 

 

 

 

警察本部交通指導課 （略） 

（略） （略） 
   

 附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１８条の改正規定は、公布の日から施行する。 

（略） （略） 

高校教育課 （略） 

生涯学習・文化財課 主任、企画主査、主査、主事および文化財調査

員 

警察本部交通指導課 （略） 

（略） （略） 
 

（略） （略） 

高校教育課 （略） 

 

 

 

警察本部交通指導課 （略） 

（略） （略） 
   

 附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１８条の改正規定は、公布の日から施行する。 

定める頻度で行うものとする。 

 ⑴ 部長等 １年に１回以上 

 ⑵ 会計管理者 ２年に１回以上 

３ （略） 

４ （略） 

５ （略） 

 

別表第１（第５条関係） 

組織 出納員に充てる職 

（略） （略） 

公共建築課 （略） 

審査指導課 課長 参事 課長補佐 総括主任 主任 

企画主査 主査 主事 

会計局会計課 課長 室長 課長補佐 課内室の出納事務

を担当する総括主任 主任 企画主査 主

査 主事 

議会局総務課 （略） 

高校教育課 （略） 

生涯学習・文化財課 課長補佐 

警察本部県民サポート課 （略） 

警察本部会計課 次席 出納事務を担当する課長補佐 係長 

 係員 

警察本部監察課 （略） 

（略） （略） 

 備考 

  １ 審査指導課の主査および主事については、出納事務を担当する主査およ

び主事に限る。 

  ２ 会計局会計課の主任、企画主査、主査および主事については、課内室の

出納事務を担当する主任、企画主査、主査および主事に限る。 

  ３ 警察本部会計課の係長および係員については、出納事務を担当する係長

および係員に限る。 

別表第２（第５条の２関係） 

組織 現金出納員に充てる職 

 

 

 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

 

別表第１（第５条関係） 

組織 出納員に充てる職 

（略） （略） 

公共建築課 （略） 

審査指導課 課長 参事 課長補佐 総括主任 主任 

企画主査 

会計局会計課 課長 室長 課長補佐 

 

 

議会局総務課 （略） 

高校教育課 （略） 

警察本部県民サポート課 （略） 

警察本部会計課 次席 出納事務を担当する課長補佐 

 

警察本部監察課 （略） 

（略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２（第５条の２関係） 

組織 現金出納員に充てる職 
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訓　　　　　令

福井県訓令第４号 

            庁中一般 

 福井県出納事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和８年３月２４日 

      福井県知事 石田 嵩人 

   福井県出納事務決裁規程の一部を改正する訓令 

 福井県出納事務決裁規程（昭和４１年福井県訓令第２３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（専決） 

第３条 審査指導課長の職にある出納員、審査指導課長補佐および審査指導課の

当該事務を所掌する総括主任ならびに当該事務を担当する主任、企画主査、主

査および主事の職にある出納員（総括主任の職にある出納員が置かれていない

場合にあっては、当該事務を担当する主任の職にある出納員）、会計局会計課

（以下「会計課」という。）の課内室長（以下「室長」という。）ならびに当

該事務を担当する総括主任、主任、企画主査、主査および主事の職にある出納

員、警察本部会計課次席および警察本部会計課の当該事務を所掌する課長補佐

ならびに当該事務を担当する係長および係員の職にある出納員ならびにかいの

出納員は、別表に定めるところにより、専決することができる。 

 

別表（第３条関係） 

１ 審査指導課長の職にある出納員の専決事項（３から８までに掲げる事項を除

く。） 

 ⑴～⑹ （略） 

２ 審査指導課長補佐および審査指導課の当該事務を所掌する総括主任の職にあ

る出納員（総括主任の職にある出納員が置かれていない場合にあっては、当該

事務を担当する主任の職にある出納員）の専決事項（３から８までに掲げる事

項を除く。） 

 ⑴～⒀ （略） 

３ 審査指導課の当該事務を担当する主任、企画主査、主査および主事の職にあ

る出納員の専決事項（４から８までに掲げる事項を除く。） 

 ⑴ 県の内部で公金が移動する歳出の更正に関すること。 

 ⑵ 県の内部で公金が移動する支出命令、戻入命令または支出取消命令の確認

（専決） 

第３条 審査指導課長の職にある出納員、審査指導課長補佐および審査指導課の

当該事務を所掌する総括主任の職にある出納員（総括主任の職にある出納員が

置かれていない場合にあっては、当該事務を担当する主任の職にある出納員）

、会計局会計課（以下「会計課」という。）の課内室長（以下「室長」という

。）の職にある出納員、警察本部会計課次席および警察本部会計課の当該事務

を所掌する課長補佐の職にある出納員ならびにかいの出納員は、別表に定める

ところにより、専決することができる。 

 

 

 

別表（第３条関係） 

１ 審査指導課長の職にある出納員の専決事項（３、４および５に掲げる事項を

除く。） 

 ⑴～⑹ （略） 

２ 審査指導課長補佐および審査指導課の当該事務を所掌する総括主任の職にあ

る出納員（総括主任の職にある出納員が置かれていない場合にあっては、当該

事務を担当する主任の職にある出納員）の専決事項（３、４および５に掲げる

事項を除く。） 

 ⑴～⒀ （略） 
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に関すること。 

４ 室長の職にある出納員であって、審査指導課に兼務を命じられた者の専決事

項（５に掲げる事項を除く。） 

  その所管に属する次に掲げる事項 

  ⑴～⑺ （略） 

５ 会計課の課内室の当該事務を担当する総括主任、主任、企画主査、主査およ

び主事の職にある出納員であって、審査指導課に兼務を命じられた者の専決事

項 

  その所管に属する次に掲げる事項 

 ⑴ 県の内部で公金が移動する歳出の更正に関すること。 

 ⑵ 県の内部で公金が移動する支出命令、戻入命令または支出取消命令の確認

に関すること。 

６ 警察本部会計課次席および警察本部会計課の当該事務を所掌する課長補佐の

職にある出納員の専決事項（７に掲げる事項を除く。） 

その所管に属する次の事項（警察署に係るものに限る。） 

⑴～⑺ （略） 

７ 警察本部会計課の当該事務を担当する係長および係員の職にある出納員の専

決事項 

その所管に属する次に掲げる事項（警察署に係るものに限る。） 

 ⑴ 県の内部で公金が移動する歳出の更正に関すること。 

 ⑵ 県の内部で公金が移動する支出命令、戻入命令または支出取消命令の確認

に関すること。 

８ （略） 

 

３ 室長の職にある出納員であって、審査指導課に兼務を命じられた者の専決事

項 

  その所管に属する次に掲げる事項 

  ⑴～⑺ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

４ 警察本部会計課次席および警察本部会計課の当該事務を所掌する課長補佐の

職にある出納員の専決事項 

その所管に属する次の事項（警察署に係るものに限る。） 

⑴～⑺ （略） 

 

 

 

 

 

 

５ （略） 
  

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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 福井県立図書館規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月２４日 

      福井県教育委員会 

福井県教育委員会規則第１号 

   福井県立図書館規則の一部を改正する規則 

 福井県立図書館規則（昭和５６年福井県教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （利用手続） 

第１１条 館外利用をしようとする者は、係員に利用カードを提示し、もしくは

インターネットを通じてスマートフォン、タブレットその他これらに類する機

器により利用登録番号を提示し、または自動貸出機に利用カード等を認識させ

なければならない。ただし、館長が適当と認めた者は、この限りでない。 

 

（利用手続） 

第１１条 館外利用をしようとする者は、係員に利用カードを提示し、もしくは

インターネットを通じてスマートフォン、タブレットその他これらに類する機

器により利用登録番号を提示し、または自動貸出機に利用カード等を認識させ

なければならない。 

２ 点字録音図書室の利用者は、前項の規定にかかわらず、口頭、郵便等により

館外利用をすることができる。 
  

 様式第１号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会規則
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様式第１号（第１０条関係） 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏） 

 
１ このカードを他人に貸したり、譲ったりしないでください。 

2 このカードを紛失したり、住所・勤務先等が変更になったりした

場合はすぐに届け出てください。 

3 このカードは、５年ごとに更新手続が必要です。 

4 このカードは、福井県文書館でも利用できます。 

 

 
 

福井県立図書館       若狭図書学習センター 

福井市下馬町51-11      小浜市南川町6-11 

☎0776（33）8860       ☎0770（52）2705 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


